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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石灰藻及びグロビン蛋白分解物を有効成分として含有し、上記石灰藻が、リトタムニウ
ム　カルカレウムである、抗肥満用組成物。
【請求項２】
　上記石灰藻が、カルシウムを０．１～６０重量％含有する、請求項１に記載の抗肥満用
組成物。
【請求項３】
　上記石灰藻が、マグネシウムを０．０１～１０重量％含有する、請求項１又は２に記載
の抗肥満用組成物。
【請求項４】
　上記グロビン蛋白分解物が、テトラペプチドＶＶＹＰを０．０１～１０重量％含有する
、請求項１～３のいずれか一項に記載の抗肥満用組成物。
【請求項５】
　脂肪合成遺伝子の発現量の減少作用を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の抗
肥満用組成物。
【請求項６】
　脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加作用を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の抗
肥満用組成物。
【請求項７】
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　飲食品、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品、内服用医薬部外品、又は内
服用医薬品である、請求項１～６のいずれか一項に記載の抗肥満用組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物を有効成分として含有する抗肥満用組
成物、肥満遺伝子発現調整剤（脂肪合成遺伝子転写抑制剤、脂肪燃焼遺伝子転写促進剤）
、脂肪酸合成酵素活性抑制剤、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ活性促進剤に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　肥満は現代社会における重大な問題の一つであるが、その主たる要因は日本人の生活様
式の欧米化に伴う高脂肪食の摂取量の増加にある。肥満の予防のためには、食事制限によ
って摂取カロリーを減らすことが有効であるとされているが、この方法は厳密な栄養指導
と生活管理が必要とされ、日常生活において実行することは容易とはいえない場合がある
。また、肥満の予防又は改善のために、人工的に合成された食欲抑制剤等を長期的に摂取
することは、予期せぬ副作用の発現が懸念されるため好ましくない。
【０００３】
　特許文献１には、石灰藻類が細胞の周りにカルシウムを恰かも鎧のように固定する性質
を有していること、又この石灰藻類は、蛋白質、脂質（特にＥＰＡ、ＤＨＡ等の高度不飽
和脂肪酸）、糖質、ビタミン類、カルシウム以外のミネラル類等を豊富に含有しているこ
とが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、グロビン蛋白分解物が、グロビン蛋白を酵素分解することにより得ら
れたペプチド混合物であること、又このグロビン蛋白分解物に含まれるバリン－バリン－
チロシン－プロリン（ＶＶＹＰ）のテトラペプチドは、脂肪吸収抑制作用を有することが
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０８－３３４６３
【特許文献２】特開平０９－２５５６９８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、新規の抗肥満用組成物、肥満遺伝子発現調整剤（脂
肪合成遺伝子発現抑制剤、脂肪燃焼遺伝子発現促進剤）、脂肪酸合成酵素活性抑制剤、カ
ルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ活性促進剤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、鋭意研究を行った結果、グロビン蛋白分解物が、脂肪合成遺伝子の発現
を抑制することを見出した。また、石灰藻が、脂肪合成遺伝子の発現を抑制し、脂肪燃焼
遺伝子の発現を促進することを見出した。更にグロビン分解蛋白と石灰藻を併用すること
によって、その効果が増強されることを見出して、本発明を完成させるに至った。
【０００８】
　本発明は、以下に関する。
［１］石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物を有効成分として含有する抗肥満用組成物。
［２］上記石灰藻が、紅藻類である、［１］に記載の抗肥満用組成物。
［３］上記石灰藻が、カルシウムを０．１～６０重量％含有する、［１］又は［２］に記
載の抗肥満用組成物。
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［４］上記石灰藻が、マグネシウムを０．０１～１０重量％含有する、［１］～［３］の
いずれかに記載の抗肥満用組成物。
［５］上記グロビン蛋白分解物が、テトラペプチドＶＶＹＰを０．０１～１０重量％含有
する、［１］～［４］のいずれかに記載の抗肥満用組成物。
［６］脂肪合成遺伝子の発現量の減少作用を有する、［１］～［５］のいずれかに記載の
抗肥満用組成物。
［７］脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加作用を有する、［１］～［６］のいずれかに記載の
抗肥満用組成物。
［８］飲食品、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品、化粧品、医薬部外品、
又は医薬品である、［１］～［７］のいずれかに記載の抗肥満用組成物。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると新規の抗肥満用組成物を提供することができる。本発明の抗肥満用組成
物は、脂肪合成遺伝子の発現量を減少させること及び／又は脂肪燃焼遺伝子の発現量の増
加させることにより、肥満の予防及び／又は改善に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】脂肪合成遺伝子の発現量を示す図である。
【図２】脂肪燃焼遺伝子の発現量を示す図である。
【図３】石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物による処理が細胞内の中性脂肪量に与える
影響を示す図である。
【図４】石灰藻及びグロビン蛋白分解物の摂取による体重変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明について詳細に説明する。
【００１２】
　本発明の一態様は、石灰藻を有効成分として含有する抗肥満用組成物である。
【００１３】
＜石灰藻＞
　本発明において、石灰藻は、細胞壁に石灰物質を分泌又は沈着している藻類をいい、例
えば、紅藻類、緑藻類、藍藻類等が挙げられ、これらのうち、紅藻類、特にリトタムニウ
ム　カルカレウム（Ｒｅｄ　Ｍａｒｉｎｅ　Ａｌｇａｅ　Ｌｉｔｈｏｔｈａｍｎｉｕｍ　
ｃａｌｃａｒｅｕｍ）が好ましい。
【００１４】
　本発明において、石灰藻として、例えば、石灰藻を乾燥させて得られる石灰藻の乾燥物
を使用することができる。本発明に使用される石灰藻の乾燥物は、市販のものを使用する
か、当該分野で公知の方法に従って調製することができる。
【００１５】
　本発明において、石灰藻の乾燥物は、カルシウムを０．１～６０重量％、好ましくは１
～６０重量％、より好ましくは１０～６０重量％含有する。また、本発明において、石灰
藻の乾燥物は、マグネシウムを０．０１～１０重量％、好ましくは０．１～１０重量％、
より好ましくは１～１０重量％含有する。石灰藻に含まれるカルシウムやマグネシウムの
量は公知の方法で測定することができる。
【００１６】
　本発明において、石灰藻は、抗肥満用組成物の総重量に対して、０．０１～１００重量
％、好ましくは０．０５～１０重量％、より好ましくは０．１～１０重量％で含有される
。
【００１７】
　本発明の一態様は、グロビン蛋白分解物を有効成分として含有する抗肥満用組成物であ
る。
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【００１８】
＜グロビン蛋白分解物＞
　本発明において、グロビン蛋白分解物は、例えば、ヘモグロビンやミオグロビン等のグ
ロビン蛋白の加水分解物等であってもよいし、グロビン蛋白の加水分解物等に含まれ、こ
れらから分離精製されるグロビン蛋白ペプチドの混合物、或いは単体であってもよい。な
お、上記ヘモグロビンやミオグロビン等のグロビン蛋白の加水分解物等には、上記グロビ
ン蛋白ペプチドが含まれている。
【００１９】
　本発明において、グロビン蛋白ペプチドは、例えば、テトラペプチドＶＶＹＰ（Ｖａｌ
－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｐｒｏ：配列番号１）である。
【００２０】
　本発明において、グロビン蛋白の加水分解物等のグロビン蛋白分解物は、例えば、グロ
ビン蛋白ペプチドであるテトラペプチドＶＶＹＰを０．０１～１０重量％、好ましくは０
．１～１０重量％、より好ましくは０．５～１０重量％含有する。
【００２１】
　本発明において、グロビン蛋白の加水分解物等のグロビン蛋白分解物は、抗肥満用組成
物の総重量に対して、例えば、０．０１～１００重量％、好ましくは０．０５～１００重
量％、より好ましくは０．１～１００重量％で含有される。
【００２２】
　上記グロビン蛋白分解物の含量は、グロビン蛋白ペプチド（テトラペプチドＶＶＹＰ）
に換算すると、グロビン蛋白ペプチド（テトラペプチドＶＶＹＰ）が、抗肥満用組成物の
総重量に対して、０．０００１～１００重量％、好ましくは０．０００５～１００重量％
、より好ましくは０．００１～１００重量％で含有されることとなる。なお、本発明の抗
肥満用組成物が、グロビン蛋白分解物として、グロビン蛋白分解物から分離精製等された
グロビン蛋白ペプチド（テトラペプチドＶＶＹＰ）を含有する場合は、その含有量は本段
落に示した数値範囲となる。
【００２３】
　グロビン蛋白の加水分解に関する操作等は、国際公開番号ＷＯ８９／０６９７０公報記
載の方法に従って行うことができる。加水分解は、通常酸性プロテアーゼ、中性プロテア
ーゼ又はアルカリ性プロテアーゼの１種若しくは２種以上の加水分解酵素を用いて行なわ
れる。
【００２４】
　具体的には、グロビン蛋白を加水分解するには、まずグロビン蛋白含有物を水に５～３
０重量％（固形分として）となるように分散し、酸若しくはアルカリによってプロテアー
ゼの至適ｐＨに調整し、プロテアーゼを一度に若しくは逐次的に添加して、２０～７０℃
の温度で３～４８時間、当該酵素を反応させる方法を例示することができる。
【００２５】
　本発明の一態様は、石灰藻及びグロビン蛋白分解物を有効成分として含有する抗肥満用
組成物である。本発明の抗肥満用組成物は、石灰藻及びグロビン蛋白分解物の両方を含有
することで、それぞれを単独で含有する場合と比較して、脂肪合成遺伝子の発現量をより
顕著に減少させること及び／又は脂肪燃焼遺伝子の発現量のより顕著に増加させることに
より、肥満の予防及び／又は改善に極めて有用である。なお、石灰藻及びグロビン蛋白分
解物の具体的な説明、抗肥満用組成物中での含有量等については、上述した実施形態にお
けるそれぞれの説明を適用できる。
【００２６】
　本発明の抗肥満用組成物は、有効成分である石灰藻やグロビン蛋白分解物以外に、用途
に適した担体（例えば薬学的に許容可能な担体、飲食品に許容可能な担体、化粧料に許容
可能な担体等）等を用いて、常法に従い、任意の剤形に製剤化して提供することができる
。
【００２７】
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＜抗肥満用組成物の用途＞
　本発明の抗肥満用組成物は、「肥満を予防する」、「肥満を改善する」、「体重の増加
を抑制する」、「体脂肪の蓄積を抑制する」、「内臓脂肪の蓄積を抑制する」、「体内エ
ネルギー消費量を増大させる」、「体内の脂肪の分解を促進させる」、「脂肪を消費しや
すくする」、「脂肪の燃焼を促進する」、及び「代謝を促進する」などの機能の表示を伴
う、飲食品、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品、化粧品、医薬部外品、又
は医薬品として用いられる。
【００２８】
　本発明の一態様において、本発明の抗肥満用組成物は、脂肪合成遺伝子の発現量の減少
作用を有し、脂肪合成遺伝子の発現量の減少のために用いられる。
【００２９】
　本発明において、脂肪合成遺伝子とは、体内、或いは細胞内での脂肪合成の促進に関わ
る酵素等をコードする遺伝子、脂肪合成の促進に関わる酵素等の発現を促進する遺伝子を
いい、例えば、脂肪酸合成酵素（Ｆａｔｔｙ　Ａｃｉｄ　Ｓｙｎｔｈａｓｅ：ＦＡＳ）等
が挙げられる。
【００３０】
　本発明の一態様において、本発明の抗肥満用組成物は、脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加
作用を有し、脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加のために用いられる。
【００３１】
　本発明において、脂肪燃焼遺伝子とは、体内、或いは細胞内での脂肪燃焼、脂肪分解、
脂肪代謝の促進に関わる酵素等をコードする遺伝子、脂肪燃焼、脂肪分解、脂肪代謝の促
進に関わる酵素等の発現を促進する遺伝子をいい、例えばカルニチンパルミトイル基転移
酵素１Ａ（Ｃａｒｎｉｔｉｎｅ　Ｐａｌｍｉｔｏｙｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ　１Ａ：
ＣＰＴ１Ａ）等が挙げられる。
【００３２】
　本発明の抗肥満用組成物は、例えば、成人１日当たりの適用量が、内服の場合、石灰藻
（又はグロビン蛋白分解物）の総量で０．０００１ｇ～０．５ｇ／ｋｇ、好ましくは０．
００１ｇ～０．３ｇ／ｋｇ、より好ましくは０．００２ｇ～０．１ｇ／ｋｇとなるような
量で使用することができる。
【００３３】
　本発明の抗肥満用組成物を飲食品として調製する場合、石灰藻やグロビン蛋白分解物の
他に、甘味料、着色料、保存料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤、酸化防止剤、発色剤
、漂白剤、防かび剤（防ばい剤）、イーストフード、ガムベース、香料、酸味料、調味料
、乳化剤、ｐＨ調整剤、かんすい、膨脹剤、栄養強化剤、その他飲食品素材等を混合して
、目的の形態に調製することができる。なお、本発明の抗肥満用組成物を飲食品にする場
合、その形態については、特に制限されるものではない。例えば、ゲル状剤、顆粒、細粒
、カプセル、錠剤、粉末、液剤、半固形剤等のサプリメントタイプの食品；炭酸飲料、清
涼飲料、乳飲料、アルコール飲料、果汁飲料、茶類、栄養飲料等の飲料；粉末ジュース、
粉末スープ等の粉末飲料；ガム、タブレット、キャンディー、クッキー、グミ、せんべい
、ビスケット、ゼリー等の菓子類；パン、麺類、シリアル、ジャム、調味料等が挙げられ
る。これらの食品は、脂肪合成遺伝子の発現量の減少用、脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加
用の飲食品として使用される。また、一般の飲食品の他、栄養補助食品、機能性表示食品
、特定保健用食品、栄養機能食品、病者用食品等のニュートラシューティカルとしても使
用できる。
【００３４】
　本発明の抗肥満用組成物を医薬品（医薬部外品を含む）として調製する場合、石灰藻や
グロビン蛋白分解物の他に、必要に応じて、他の薬効成分、薬学的に許容される担体や添
加剤等を任意に配合してもよい。薬学的に許容される担体及び添加剤としては、具体的に
は、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、湿潤化剤、緩衝剤、保存剤、香料等が例示される。本発明
の抗肥満用組成物を医薬品として調製する場合、その形態については、特に制限されるも
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のではない。例えば、注射剤、外用剤、吸入剤、座剤、フィルム剤、トローチ剤、液剤、
散剤、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、点眼剤、洗眼剤、点鼻剤等が挙げられる
。これらの中でも、経口投与に適した形態（即ち、内服用医薬品）が好ましく、かかる形
態として具体的にはトローチ剤、液剤、散剤、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、
ドリンク剤等をより好ましい形態として挙げることができる。これらの医薬品（医薬部外
品を含む）は、脂肪合成遺伝子の発現量の減少作用、脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加作用
を有する医薬品として使用される。
【００３５】
　本発明の抗肥満用組成物を化粧料（機能性化粧料を含む）又は外用医薬部外品として調
製するには、石灰藻やグロビン蛋白分解物に加えて、薬学的又は化粧学的に許容される担
体（水、油性成分等）を配合して、目的の形態に調製すればよい。上記化粧料は、皮膚に
適用可能である限り、その形態については、特に制限されるものではない。例えば、液状
、乳液状、粉末状、固形状、懸濁液状、クリーム状、軟膏状、ムース状、顆粒状、錠剤状
、ゲル状、ゼリー状、ペースト状、ジェル状、エアゾール状、スプレー状、リニメント剤
、パック剤等の形態が挙げられる。これらの化粧料は、脂肪合成遺伝子の発現量の減少作
用、脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加作用を有する化粧料として使用される。
【００３６】
　本発明は、本発明の抗肥満用組成物及びその使用説明書を含む、脂肪合成遺伝子の発現
量の減少用のキット、及び脂肪燃焼遺伝子の発現量の増加用のキットも含む。
【００３７】
　本発明のキットに含まれる使用説明書には、本発明の抗肥満用組成物が、脂肪合成遺伝
子の発現量を減少させること及び／又は脂肪燃焼遺伝子の発現量を増加させることにより
、「肥満を予防する」、「肥満を改善する」、「体重の増加を抑制する」、「体脂肪の蓄
積を抑制する」、「内臓脂肪の蓄積を抑制する」、「体内エネルギー消費量を増大させる
」、「体内の脂肪の分解を促進させる」、「脂肪を消費しやすくする」、「脂肪の燃焼を
促進する」、及び「代謝を促進する」など肥満の予防及び／又は改善に有効であること、
並びにこれらの作用を奏する有効成分が、石灰藻やグロビン蛋白分解物であること等を記
載することができる。
【００３８】
　本発明の一態様として、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物を有効成分として含有す
る、肥満遺伝子発現調整剤（脂肪合成遺伝子発現抑制剤、脂肪燃焼遺伝子発現促進剤）、
脂肪酸合成酵素活性抑制剤、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ活性促進剤が挙
げられる。これらの剤の具体的な態様については、本発明の抗肥満用組成物に係る記載を
参照することができる。更に、本発明の一態様として、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分
解物を使用することを特徴とする肥満の治療及び／又は予防方法が挙げられる。これらの
方法は、本発明の抗肥満用組成物を使用することを特徴とする方法であるということもで
きる。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明は下記実施例により何ら限
定されるものではない。
【００４０】
＜実施例１＞グロビン蛋白分解物と石灰藻の脂質代謝への効果
　マウス前駆脂肪細胞３Ｔ３－Ｌ１を、分化誘導培地（０．５　ｍＭ　Ｉｓｏｂｕｔｙｌ
－ｍｅｔｈｙｌｘａｎｔｈｉｎｅ、１　μＭ　Ｄｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ、１　μｇ／
ｍＬ　Ｉｎｓｕｌｉｎ　ｉｎ　１０％ＦＢＳ／ＤＭＥＭ）にて２日間培養した後、１０％
ＦＢＳ／ＤＭＥＭ培地に交換して６日間培養した。その後、被験物質を添加した１０％Ｆ
ＢＳ／ＤＭＥＭ培地にて培養２４時間後の細胞を回収した。各群３例として試験を行った
。細胞の脂肪合成遺伝子（ＦＡＳ：Ｆａｔｔｙ　Ａｃｉｄ　Ｓｙｎｔｈａｓｅ、脂肪酸合
成酵素）及び脂肪燃焼遺伝子（ＣＰＴ１Ａ：Ｃａｒｎｉｔｉｎｅ　Ｐａｌｍｉｔｏｙｌ　
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Ｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ　１Ａ、カルニチンパルミトイル基転移酵素１Ａ）をリアルタイ
ムＰＣＲ法にて測定した。
【００４１】
　グロビン蛋白分解物としては、ブタ赤血球のヘモグロビンのプロテアーゼ分解物からな
る平均鎖長３～５のオリゴペプチド混合物（Ｖａｌ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｐｒｏ含量０．６
％以上、エムジーファーマ株式会社製）を１ｍｇ／ｍＬ添加した。また、石灰藻としては
、紅藻類リトタムニウム　カルカレウム（Ｒｅｄ　Ｍａｒｉｎｅ　Ａｌｇａｅ　Ｌｉｔｈ
ｏｔｈａｍｎｉｕｍ　ｃａｌｃａｒｅｕｍ）の乾燥粉末（カルシウム含量３１％以上、マ
グネシウム含量２％以上、マリゴ社製）を１．２ｍｇ／ｍＬ添加した。
【００４２】
　脂肪合成遺伝子（ＦＡＳ）及び脂肪燃焼遺伝子（ＣＰＴ１Ａ）の発現量は無処置群に対
する相対値にて、平均値±標準偏差で示した。結果を図１及び２に示す。図１中の各符号
は以下を示す。＊　ｐ＜０．０５，　＊＊　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　無処置、＃　ｐ＜０
．０５，　＃＃　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　グロビン蛋白分解物、＄　ｐ＜０．０５，　＄
＄　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　石灰藻（Ｒｙａｎ法による多重比較検定）。また、図２中の
各符号は以下を示す。＊　ｐ＜０．０５，　＊＊　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　無処置、＃　
ｐ＜０．０５，　＃＃　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　グロビン蛋白分解物、＄　ｐ＜０．０５
，　＄＄　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　石灰藻（Ｒｙａｎ法による多重比較検定）。
【００４３】
　グロビン蛋白分解物によって、脂肪合成遺伝子の発現量が減少することを見出した。ま
た、石灰藻によって、脂肪合成遺伝子の発現量が減少し、また脂肪燃焼遺伝子の発現量が
増加することを見出した。更に、グロビン蛋白分解物を併用すると効果が増強された。以
上の結果から、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物は、抗肥満効果を有することが確認
された。
【００４４】
＜実施例２＞グロビン蛋白分解物と石灰藻の脂肪蓄積への効果
　マウス前駆脂肪細胞３Ｔ３－Ｌ１を、分化誘導培地（０．５ｍＭ　Ｉｓｏｂｕｔｙｌ－
ｍｅｔｈｙｌｘａｎｔｈｉｎｅ、１μＭ　Ｄｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ、１μｇ／ｍＬ　
Ｉｎｓｕｌｉｎ　ｉｎ　１０％ＦＢＳ／ＤＭＥＭ）にて２日間培養した後、１０％ＦＢＳ
／ＤＭＥＭ培地に交換して６日間培養した。被験物質は分化誘導開始時から培養終了まで
の８日間添加した。各群３例として試験を行った。細胞内の中性脂肪をオイルレッドＯに
て染色し、顕微鏡にて観察を行った後、吸光度４９２ｎｍにてオイルレッドＯの吸光度を
測定し、ブランク値を引いて補正値を算出した。中性脂肪量は無処置群に対する相対値に
て、平均値±標準偏差で示した。結果を図３に示す。図３中の各符号は以下を示す。＊　
ｐ＜０．０５、＊＊　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　無処置、＃＃　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　グ
ロビン蛋白分解物　１ｍｇ／ｍＬ、＄＄　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　石灰藻　１．２ｍｇ／
ｍＬ（Ｒｙａｎ法による多重比較検定）。
【００４５】
　なお、グロビン蛋白分解物としては、ブタ赤血球のヘモグロビンのプロテアーゼ分解物
からなる平均鎖長３～５のオリゴペプチド混合物（Ｖａｌ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｐｒｏ含量
０．６％以上、エムジーファーマ株式会社製）を１ｍｇ／ｍＬ添加した。また、石灰藻と
しては、紅藻類リトタムニウムの乾燥粉末（カルシウム含量３１％以上、マグネシウム含
量２％以上、マリゴ社製）を１．２ｍｇ／ｍＬ添加した。
【００４６】
　図３に示すとおり、石灰藻又はグロビン蛋白分解物によって、細胞内の中性脂肪量が有
意に減少することを見出した。更に、石灰藻とグロビン蛋白分解物とを併用することで、
その効果が顕著に増強された。以上の結果から、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物は
、抗肥満効果を有することが確認された。
【００４７】
＜実施例３＞グロビン蛋白分解物と石灰藻の体重への効果
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　被験者は、３０代～６０代の成人男女１２名を対象とした。被験食品は、グロビン蛋白
分解物及び石灰藻を配合した健康食品を用いた。被験者は被験食品を３０日間摂取した。
被験者には記録用紙を渡し、体重を被験食品の摂取開始前（０日目）、摂取１０日目及び
最終摂取日翌日（３１日目）に記録させた。
【００４８】
　なお、グロビン蛋白分解物としては、ブタ赤血球のヘモグロビンのプロテアーゼ分解物
からなる平均鎖長３～５のオリゴペプチド混合物（Ｖａｌ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｐｒｏ含量
０．６％以上、エムジーファーマ株式会社製）を一日あたり５００ｍｇ摂取した。また、
石灰藻としては、紅藻類リトタムニウムの乾燥粉末（カルシウム含量３１％以上、マグネ
シウム含量２％以上、マリゴ社製）を一日あたり６００ｍｇ摂取した。
【００４９】
　体重変化量は、平均値±標準誤差で示した。結果を図４に示す。図４中の各符号は以下
を示す。＊　ｐ＜０．０５，＊＊　ｐ＜０．０１　ｖｓ．　０日目（Ｓｔｕｄｅｎｔ’ｓ
　ｔ　検定）。
【００５０】
　図４に示すとおり、グロビン蛋白分解物及び石灰藻を配合した健康食品の摂取により、
被験者の顕著な体重減少が見られることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、石灰藻及び／又はグロビン蛋白分解物を有効成分として含有する抗肥満用組
成物を提供するものである。本発明は、体重増加抑制、体脂肪の蓄積抑制、内臓脂肪の蓄
積抑制、体内エネルギー消費量の増大、体内の脂肪の分解促進等による肥満の予防又は改
善のための新たな手段を提供するものであるため、産業上の利用することができる。

【図１】 【図２】
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